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群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
戦
略
企
画
係
及
び
業
務
改
善
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
」
を
「
戦
略
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
及

び
新
病
院
建
設
準
備
係
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
看
護
主
監
」
の
下
に
「
、
新
病
院
建
設
準
備
主
監
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
第
五
項
中
「
児
童
思
春
期
診
療
部
長
」
を
「
第
四
診
療
部
長
及
び
児
童
思
春
期
診
療
部 

長
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
四
項
中
「
勤
務
時
間
は
、
」
の
下
に
「
経
営
戦
略
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
」
を
加
え
、
「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
各
号
を
削
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
休
憩
時
間
は
、
」
の
下
に
「
経
営
戦
略
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

り
」
を
加
え
、
「
次
に
掲
げ
る
」
を
削
り
、
各
号
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
四
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百

七
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
、
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
を

「
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
百
」
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
」
に
、
「
百
分
の
五

十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十

五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
四
十

八
・
七
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
五
十
八
・
七
五
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
専
門
機
関
の
項
中 

「 

   

 
 
 

 

」 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」 

る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
、
期
末
手
当
」
の
下
に
「
、
勤
勉
手
当
」
を
加
え
、
「
及
び
期
末
手
当
」
を

「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
期
末
手
当
」
の
下
に
「
、
勤
勉
手

■ 

病
院
管
理
規
程 

 

13 

調
剤
の
補
助
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

12 

薬
剤
師 

一 

 

 

14 

歯
科
衛
生
士 

13 

調
剤
の
補
助
業
務
に
従
事
す
る
職
員 

12 

薬
剤
師 

一 

 
を に

改
め 
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当
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項

中
「
（
県
給
与
条
例
第
二
十
条
の
二
第
三
号
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
同
号
」
を
「
県
給

与
条
例
第
二
十
条
の
二
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
に
関
す
る
規
程
第
十
四
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
号
」
に
改
め
、
「
、
「
職
員
」
と
あ
る
の

は
「
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
勤
勉
手
当
） 

第
十
四
条
の
二 
勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
、
当

該
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果
及
び
基
準
日

以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の

県
会
計
年
度
給
与
規
則
第
十
八
条
の
三
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
病

院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
に
は
、
勤
勉
手
当
を
支
給
し
な
い
。 

一 

休
職
に
さ
れ
て
い
る
者
（
県
会
計
年
度
給
与
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
休
職
者
を
除
く
。
） 

二 

前
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

三 

育
児
休
業
職
員
の
う
ち
、
育
児
休
業
条
例
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
病
院
局

会
計
年
度
任
用
職
員 

３ 

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以

前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
支
給
割
合
（
次
項
に
規
定
す
る
病
院
局
会
計
年
度
任

用
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
同
項
に
お
い
て
「
期
間
率
」
と
い
う
。
）
に
第
五
項
に
規
定

す
る
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る
割
合
（
同
項
に
お
い
て
「
成
績
率
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
割
合
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

４ 

期
間
率
は
、
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務

期
間
の
区
分
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
で
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

一 

六
箇
月 

百
分
の
百 

二 

五
箇
月
十
五
日
以
上
六
箇
月
未
満 

百
分
の
九
十
五 

三 

五
箇
月
以
上
五
箇
月
十
五
日
未
満 

百
分
の
九
十 

四 

四
箇
月
十
五
日
以
上
五
箇
月
未
満 

百
分
の
八
十 

五 

四
箇
月
以
上
四
箇
月
十
五
日
未
満 

百
分
の
七
十 

六 

三
箇
月
十
五
日
以
上
四
箇
月
未
満 

百
分
の
六
十 

七 

三
箇
月
以
上
三
箇
月
十
五
日
未
満 

百
分
の
五
十 

八 

二
箇
月
十
五
日
以
上
三
箇
月
未
満 

百
分
の
四
十 

九 

二
箇
月
以
上
二
箇
月
十
五
日
未
満 

百
分
の
三
十 

十 

一
箇
月
十
五
日
以
上
二
箇
月
未
満 

百
分
の
二
十 

十
一 

一
箇
月
以
上
一
箇
月
十
五
日
未
満 

百
分
の
十
五 

十
二 

一
箇
月
未
満 

零 

５ 

成
績
率
は
、
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
職
務
に
つ
い
て
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
者
に
よ
る

勤
務
成
績
の
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
院
局

会
計
年
度
任
用
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
は
、
そ
の
所
属
の
第

一
項
の
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
が
著
し
く
少
数
で
あ
る
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
第
一
号
及

び
第
二
号
に
定
め
る
成
績
率
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
管
理
者
と
協
議
し
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員 

百
分
の
百
二
十
一
・
五
以
上
百
分

の
二
百
五
以
下 

二 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員 

百
分
の
百
十
以
上
百
分
の
百
二
十
一
・

五
未
満 

三 

勤
務
成
績
が
良
好
な
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員 

百
分
の
九
十
八
・
五 

四 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員 

百
分
の
九
十
八
・
五
未
満 

６ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
成
績
率
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員
の
例
に
よ
る
。 

７ 

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
三
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

８ 

第
三
項
に
規
定
す
る
勤
務
期
間
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
群
馬
県
会
計
年
度
任
用
職
員

の
例
に
よ
る
。 

９ 

県
給
与
条
例
第
二
十
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
三
の
規
定
は
、
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
に

対
す
る
勤
勉
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
、
県
給
与
条
例
第
二
十
条
の
二
中

「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
」

と
あ
る
の
は
「
基
準
日
か
ら
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
前
条
第
六
項
」
を
「
第
十
四
条
第
六
項
及
び
前
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
の
下
に
「
及
び
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
を
加
え
、
同

条
中
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
の
下
に
「
及
び
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
を
加
え

る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別
表
第
三
中
「
九
一
五
円
」
を
「
九
九
○
円
」
に
、
「
九
七
○
円
」
を
「
一
、
○
四
五
円
」
に
改

め
る
。 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
（
第
六
条
関
係
） 

 

業
務
職
基
準
額
表 

                                   

                     
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
六
号 

 
 
 

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
第
二
十
二
条
中
「
収
支
金
報
告
書
」
を
「
書
類
」
に
改
め
る
。 

 
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
き
損
し
て
」
を
「
毀
損
し
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

企
業
出
納
員
は
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
管
理
者
の
承
認

を
得
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
十
五
条
中
「
の
規
定
に
よ
り
私
人
に
対
し
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百

四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百

三
十
三
号
給 

三
十
二
号
給 

三
十
一
号
給 

三
十
号
給 

二
十
九
号
給 

二
十
八
号
給 

二
十
七
号
給 

二
十
六
号
給 

二
十
五
号
給 

二
十
四
号
給 

二
十
三
号
給 

二
十
二
号
給 

二
十
一
号
給 

二
十
号
給 

十
九
号
給 

十
八
号
給 

十
七
号
給 

十
六
号
給 

十
五
号
給 

十
四
号
給 

十
三
号
給 

十
二
号
給 

十
一
号
給 

十
号
給 

九
号
給 

八
号
給 

七
号
給 

六
号
給 

五
号
給 

号
給 

一
五
九
、
六
〇
〇
円 

一
五
八
、
五
〇
〇
円 

一
五
七
、
五
〇
〇
円 

一
五
六
、
四
〇
〇
円 

一
五
五
、
三
〇
〇
円 

一
五
四
、
二
〇
〇
円 

一
五
三
、
〇
〇
〇
円 

一
五
一
、
九
〇
〇
円 

一
五
〇
、
六
〇
〇
円 

一
四
八
、
九
〇
〇
円 

一
四
七
、
二
〇
〇
円 

一
四
五
、
五
〇
〇
円 

一
四
三
、
七
〇
〇
円 

一
四
二
、
七
〇
〇
円 

一
四
一
、
七
〇
〇
円 

一
四
〇
、
六
〇
〇
円 

一
三
九
、
五
〇
〇
円 

一
三
八
、
七
〇
〇
円 

一
三
七
、
四
〇
〇
円 

一
三
六
、
三
〇
〇
円 

一
三
五
、
一
〇
〇
円 

一
三
四
、
二
〇
〇
円 

一
三
三
、
二
〇
〇
円 

一
三
二
、
二
〇
〇
円 

一
三
一
、
一
〇
〇
円 

一
三
〇
、
四
〇
〇
円 

一
二
九
、
五
〇
〇
円 

一
二
八
、
七
〇
〇
円 

一
二
七
、
八
〇
〇
円 

基
準
額
の
月
額 

 

A

三
十
三
号
給 

三
十
二
号
給 

三
十
一
号
給 

三
十
号
給 

二
十
九
号
給 

二
十
八
号
給 

二
十
七
号
給 

二
十
六
号
給 

二
十
五
号
給 

二
十
四
号
給 

二
十
三
号
給 

二
十
二
号
給 

二
十
一
号
給 

二
十
号
給 

十
九
号
給 

十
八
号
給 

十
七
号
給 

十
六
号
給 

十
五
号
給 

十
四
号
給 

十
三
号
給 

十
二
号
給 

十
一
号
給 

十
号
給 

九
号
給 

八
号
給 

七
号
給 

六
号
給 

五
号
給 

号
給 

一
五
九
、
六
〇
〇
円 

一
五
八
、
五
〇
〇
円 

一
五
七
、
五
〇
〇
円 

一
五
六
、
四
〇
〇
円 

一
五
五
、
三
〇
〇
円 

一
五
四
、
二
〇
〇
円 

一
五
三
、
〇
〇
〇
円 

一
五
一
、
九
〇
〇
円 

一
五
〇
、
六
〇
〇
円 

一
四
八
、
九
〇
〇
円 

一
四
七
、
二
〇
〇
円 

一
四
五
、
五
〇
〇
円 

一
四
三
、
七
〇
〇
円 

一
四
二
、
七
〇
〇
円 

一
四
一
、
七
〇
〇
円 

一
四
〇
、
六
〇
〇
円 

一
三
九
、
五
〇
〇
円 

一
三
八
、
七
〇
〇
円 

一
三
七
、
四
〇
〇
円 

一
三
六
、
三
〇
〇
円 

一
三
五
、
一
〇
〇
円 

一
三
四
、
二
〇
〇
円 

一
三
三
、
二
〇
〇
円 

一
三
二
、
二
〇
〇
円 

一
三
一
、
一
〇
〇
円 

一
三
〇
、
四
〇
〇
円 

一
二
九
、
五
〇
〇
円 

一
二
八
、
七
〇
〇
円 

一
二
七
、
八
〇
〇
円 

基
準
額
の
月
額 
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を に
、 

を に
、 

を に
、 

を に
、 

を に
改
め
る
。 

四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
徴
収
事
務
等
受
託
者
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
徴
収
事
務
等
受
託
者
」
を
「
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
十
二
条
第
二
項
の
表
中 

「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
」 

「 

 
 

 

           

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 

 

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一

項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
債
権
者
等
が
受
領
に
使
用
す
る
印
鑑
を
支
払
依
頼
票

（
別
記
様
式
第
四
十
五
号
）
に
押
印
さ
せ
」
を
削
り
、
「
印
鑑
照
合
」
を
「
照
合
」
に
、
「
別
記
様

式
第
四
十
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
十
五
号
」
に
改
め
、
「
直
ち
に
支
払
依
頼
票
」
の
下
に

「
（
別
記
様
式
第
四
十
六
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
十
四
条
た
だ
し
書
を
削
る
。 

 

第
六
十
五
条
中
「
又
は
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
金
融
機
関
」
を
削
る
。 

 

第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
」
を
「
債
権
者
等
か
ら
当
該
支
払

通
知
書
を
毀
損
し
、
又
は
汚
損
し
た
た
め
に
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
毀
損
し
、

又
は
汚
損
し
た
支
払
通
知
書
を
添
え
て
支
払
通
知
書
再
発
行
請
求
書
（
別
記
様
式
第
五
十
一
号
）
の

提
出
を
受
け
た
と
き
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
各
号
」
を
「
前
項
」

に
改
め
る
。 

 
第
七
十
一
条
後
段
を
削
る
。 

 

第
七
十
五
条
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。 

十
二 

電
気
通
信
機
器
の
賃
借
に
要
す
る
経
費
（
単
価
又
は
一
月
当
た
り
の
対
価
の
額
が
契
約

等
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
経
費
に
限
る
。
） 

十
三 

金
融
機
関
へ
支
払
う
手
数
料
及
び
こ
れ
に
付
随
し
て
支
払
う
月
額
利
用
料 

 

第
九
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

共
済
費 

支
出
負
担
決
議
伺
兼
支
出
票 

 

招
へ
い
医
師
に
支
払
う
報
償
費 

共
済
費 

 

支
出
負
担
決
議
伺
兼
支
出
票 

 

タ
ク
シ
ー
及
び
ハ
イ
ヤ
ー
使
用
料 

 

 

第
七
十
五
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
経
費 

タ
ク
シ
ー
及
び
ハ
イ
ヤ
ー
使
用
料 

 
 

 

 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
等
預

貯
金
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理

預
託
金
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
再

資
源
化
等
預
託
金
及
び
情
報
管
理
預
託
金
の

管
理
に
関
す
る
料
金 

 

 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
料
及
び
複
写
機
使
用
に
係
る

経
費
、
宅
急
便
の
料
金
、
タ
イ
ヤ
交
換
に
係

る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
未
満
の

も
の 

会
議
等
で
引
用
す
る
た
め
に
提
供
す
る
飲
料

（
接
待
用
の
茶
葉
等
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
予
定
価
格
が
五
万
円
未
満
の
も
の 

物
品
の
購
入
（
修
繕
及
び
印
刷
を
含
む
。
）

に
係
る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
未

満
の
も
の 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
等
預

貯
金
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理

預
託
金
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
再

資
源
化
等
預
託
金
及
び
情
報
管
理
預
託
金
の

管
理
に
関
す
る
料
金 

 

    

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
料
及
び
複
写
機
使
用
に
係
る

経
費
、
宅
急
便
の
料
金
並
び
に
タ
イ
ヤ
交
換

に
係
る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
未

満
の
も
の 

会
議
等
で
引
用
す
る
た
め
に
提
供
す
る
飲
料

（
接
待
用
の
茶
葉
等
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
、
予
定
価
格
が
五
万
円
未
満
の
も
の 

物
品
の
購
入
（
修
繕
及
び
印
刷
を
含
む
。
）

に
係
る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
未

満
の
も
の 

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
資
源
化
等
預

貯
金
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
情
報
管
理

預
託
金
並
び
に
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
再

資
源
化
等
預
託
金
及
び
情
報
管
理
預
託
金
の

管
理
に
関
す
る
料
金 

 

    

 

物
品
の
購
入
（
修
繕
及
び
印
刷
を
含
む
。
）

に
係
る
経
費 

支
出
負
担
決
議
伺 

 

物
品
の
購
入
（
修
繕
及
び
印
刷
を
含
む
。
）

に
係
る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
以

上
の
も
の 

支
出
負
担
決
議
伺 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
料
及
び
複
写
機
使
用
に
係
る

経
費 

 

 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
料
及
び
複
写
機
使
用
に
係
る

経
費
、
宅
急
便
の
料
金
並
び
に
タ
イ
ヤ
交
換

に
係
る
経
費
の
う
ち
予
定
価
格
が
五
万
円
以

上
の
も
の 
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（
預
金
残
高
報
告
） 

第
九
十
七
条 

総
括
店
及
び
統
括
店
は
、
毎
月
末
日
現
在
の
預
金
残
高
に
つ
い
て
、
企
業
出
納
員
の

依
頼
に
よ
り
、
預
金
残
高
証
明
書
を
作
成
し
、
翌
月
の
十
日
ま
で
に
企
業
出
納
員
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
八
条
中
「
記
入
さ
せ
、
か
つ
、
押
印
さ
せ
て
」
を
「
記
入
さ
せ
て
、
」
に
、
「
押
す
」
を

「
押
印
の
上
、
企
業
出
納
員
に
送
付
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
条
第
一
項
中
「
か
つ
、
支
払
場
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
金
融
機
関
に
通
知
し
て
支
払
の
準

備
を
さ
せ
な
け
れ
ば
」
を
「
支
払
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
記
入
さ
せ
、
か
つ
、
押
印
さ
せ
て
」
を
「
記
入
さ
せ
て
、
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
百
十
一
条 

削
除 

 

第
百
十
四
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

六 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
利
用
申
込
を
行
う
こ
と
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
相
手
方
が
契
約
書
の
作
成
を
求
め
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
支
出
の
根
拠
と
な
る
利

用
料
金
等
が
事
前
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
き
。 

 

第
百
四
十
八
条
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第

一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
八
条
の
二
及
び
第
百
四
十
八
条
の
三
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
」
を

「
第
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
が
十
万
円
」
を
「
が
三
十
万
円
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を

「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
十
三
第

一
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
十
四
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
二
十
一

条
の
十
三
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
九
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
一

項
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
四
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第４５号（規格縦１１４ミリメートル横１８２ミリメートル）（第６３条関係） 

                       表 

 

支払通知書 
 年 度  会計名 

住所・氏名 

〒   ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 支 出 番 号 ― 

 発 行 年 月 日  

 支 払 所 属 名  

 

支 払 金 の 内 容 

（請  求  番  号） 

 

（ ） 

支 出 金 額     

控 
 

除 
 

金 
 

額 

     

     

     

カナ名称  

 

     

支払場所 店      

種別口座 
番 号 

普・当・他―      

支払方法 直 接 払 隔 地 払 口座振替  支 払 金 額     

具 体 的 な 

手 続 

 この通知書又は

同封の小切手と引

換えに、支払場所

で、現金をお受け

とりください。 

 裏面もお読みくだ

さい。 

 指 定 の 

口 座 に振  

り 込 みま  

し た 。 

企業出納員 

 

 

 

 

 

印  
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裏 

収入印紙 
領 収 証 書 

 

 表記の金額を領収しました。 

御注意 

 １ 口座振替の場合は、御指定の口座に振込を

してあります。 

 ２ 直接払の場合は、必要事項を記入、押印の

上、支払場所で本書と引換えに表記の金額

をお受け取りください。 

 ３ 隔地払の場合は、必要事項を記入、押印の

上、支払場所で本書と引換えに表記の金額

をお受け取りください。 

   支払場所が群馬銀行以外のときは、本書は

不要ですが、同封の小切手裏面に記名、押

印し、支払場所に提示してください。 

 ４ 本書の有効期間は、発行の日から１年間で

す。もし１年を経過した場合は、支払金融

機関で未払証明を受け、再請求手続を行っ

てください。 

 ５ 本書を破損し、汚損し、又は紛失したため

支払を受けられなかった場合は、支払金融

機関で未払証明を受け、本書の再発行手続

を行ってください。 

 

 

年  月  日  

 受領者住所 

 氏名             印 

 

委  任  状 

 

 表記金額の領収を       

             に委任しました。 

 

年  月  日  

 住所 

 氏名             印 
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別記様式第４６号（規格縦１１４ミリメートル横１８２ミリメートル）（第６３条関係） 

 

支払依頼票 
 年 度  会計名 

住所・氏名 

〒   ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 支 出 番 号 ― 

 発 行 年 月 日  

 支 払 所 属 名  

 

支 払 金 の 内 容 

（請  求  番  号） 

 

（ ） 

支 出 金 額     

控 
 

除 
 

金 
 

額 

     

     

     

カナ名称  

 

     

支払場所 店      

種別口座 
番 号 

普・当・他―      

支払方法 直 接 払 隔 地 払 口座振替  支 払 金 額     

支 払 

年 月 日 

               企業出納員 

 

 

 

店御中        印  
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支払依頼票（控） 
 年 度  会計名 

住所・氏名 

〒   ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 

 支 出 番 号 ― 

 発 行 年 月 日  

 支 払 所 属 名  

 

支 払 金 の 内 容 

（請  求  番  号） 

 

（ ） 

支 出 金 額     

控 
 

除 
 

金 
 

額 

     

     

     

カナ名称  

 

     

支払場所 店      

種別口座 
番 号 

普・当・他―      

支払方法 直 接 払 隔 地 払 口座振替  支 払 金 額     
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支
払
通
知
書
 

未
払

証
明
 

上
記
の
支
払
通
知
書
は
、
 
 
 年

 
 月

 
 日

現
在
未
払
で
あ
る
こ
と
を
 

証
明
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
支
払
場
所
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
銀
行
 
 
 
 
 
店
 
印
 
 

 

 

別
記
様
式
第
五
十
三
号
中 

「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」

を
削
る
。 

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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